
奈
良
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
令
和
三
年
十
二
月
奈
良
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号
（
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
）
は
、
令
和

五
年
二
月
二
日
限
り
で
廃
止
し
た
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ニ
コ
ス
株
式
会
社

二

指
定
納
付
受
託
者
の
所
在
地

東
京
都
文
京
区
本
郷
三
丁
目
三
三
番
五
号

三

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
を
し
た
日

令
和
五
年
二
月
三
日

四

納
付
事
務
を
行
う
歳
入
等

な
ら
歴
史
芸
術
文
化
村
、
奈
良
県
立
美
術
館
、
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館
、
奈

良
県
立
万
葉
文
化
館
及
び
奈
良
県
立
民
俗
博
物
館
の
観
覧
料
等
の
う
ち
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
及
び
電

子
マ
ネ
ー
を
利
用
し
て
納
付
す
る
も
の

五

納
付
事
務
を
行
う
期
間

令
和
五
年
二
月
三
日
か
ら
令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で


		2023-02-17T17:40:18+0900
	Nara Prefecture




